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 本委員会に付託の議案を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則

第１０７条の規定により報告します。 

 
   平成２９年９月２６日 
 

 三木市議会議長 穂 積 豊 彦 様 

 
                総務環境常任委員長 泉  雄 太 
 
                記 
 

１ 議案及び審査結果 

議 案 番 号 付 託 事 件 名 審査結果 

第３８号議案 

三木市立公民館設置及び管理に関する条例及び

三木南交流センター設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

原 案 可 決 

第３９号議案 
平成２９年度三木市一般会計補正予算（第３号）

中、関係部分 
原 案 可 決 

第５２号議案 姉妹都市の提携について 原 案 可 決 

 

２ 審査経過 

去る９月１５日及び１９日に本委員会を開催し、議案を審査した結果、全

員一致をもっていずれも原案のとおり可決された。 

また、第３９号議案については、学校・家庭・地域の連携協力推進事業に

かかる予算を削除する修正案が提出されたが、賛成少数で否決された。 

なお、審査の過程において委員から、このたびの非常勤職員賃金のような、

補正予算での対応を前提とした安易な当初予算編成を行うのではなく、法で

定める総計予算主義に基づき、前年度実績を勘案しながら必要な経費は全て

当初予算で計上するよう、適切な予算編成に今後努められたい。 

また、学校・家庭・地域の連携協力推進事業の推進については、コミュニ

ティスクール等の既存事業と重複している部分があることから、教育委員会

等との連携を密にし、地域の方や保護者に対しては、負担が増加する懸念も

あるため十分な説明を行い、理解を得たうえで進められたい。 

また、モデル校の実績を踏まえ、市内全域での実施に向けて取り組まれる

とともに、今後も事業が継続できるよう予算面においても協議されたい。 



また、姉妹都市提携しているコロワ市が隣接市との合併により、フェデレ

ーション市となったことに伴い、引き続き新しい市とも姉妹都市提携される

が、市民が理解を深め、実りある提携が継続できるよう周知等に取り組まれ

たい。 

また、防犯カメラの設置については、市民の防犯意識も高まっていること

から普及啓発に努め、手続きがスムーズに行えるよう申請の簡素化を図ると

ともに、地元が負担されている維持管理費の補助についても検討されたい。 

また、上の丸保育所の耐震補強については、数年後には廃園になることも

考慮して、児童らの安全を確保しつつも経費を抑えた調査設計及び工法につ

いて十分に検討されたい等の意見、要望があった。 

 


